
市民会館使用料 ◆詳細　市民会館　℡(25)8800、Fax(25)8899

現行 改定額 備考

円 円

40,000 40,800

23,000 24,000

午　 前
午前9時から

正午まで
2,600 2,800

午　 後
午後1時から
午後5時まで

3,400 3,700

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

4,300 4,700

全　　日
午前9時から
午後10時まで

8,900 9,800

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,100 1,200

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

1,400 1,500

全　　日
午前9時から
午後10時まで

2,900 3,200

全　　日
午前9時から
午後10時まで

2,400 2,600

午　 前
午前9時から

正午まで
1,900 2,100

午　 後
午後1時から
午後5時まで

2,500 2,800

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

3,200 3,500

全　　日
午前9時から
午後10時まで

6,600 7,400

使用料の料金改定について

区分

ホ ー ル

513席以上
利用する場合 土曜日

日曜日
祝　日

夜　　間
午後6時から
午後10時まで512席以内で

利用する場合

1 号 集 会 室

2 号 ～ 4 号 集 会 室

5 号 ～ 10 号 集 会 室

11 号 集 会 室
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午　 前
午前9時から

正午まで
900 1,000

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,100 1,200

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

1,400 1,500

全　　日
午前9時から
午後10時まで

3,000 3,400

午　 前
午前9時から

正午まで
1,900 2,000

午　 後
午後1時から
午後5時まで

2,400 2,500

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

3,000 3,100

全　　日
午前9時から
午後10時まで

6,300 6,700

全　　日
午前9時から
午後10時まで

2,700 2,900和 室 2 号 室

12 号 集 会 室

和 室 １ 号 室
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公会堂使用料 ◆詳細　市民会館　℡(25)8800、Fax(25)8899

現行 改定額 備考

円 円

午　 前
午前9時から

正午まで
3,900 4,400

午　 後
午後1時から
午後5時まで

5,000 5,600

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

6,300 7,100

全　　日
午前9時から
午後10時まで

13,000 14,800

午　 前
午前9時から

正午まで
1,900 2,100

午　 後
午後1時から
午後5時まで

2,400 2,700

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

3,100 3,400

全　　日
午前9時から
午後10時まで

6,400 7,200

午　 前
午前9時から

正午まで
900 1,000

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,200 1,300

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

1,600 1,700

全　　日
午前9時から
午後10時まで

3,300 3,700

区分

ホ ー ル 洋 室

１ 号 集 会 室 洋 室

2 号 集 会 室 洋 室
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午　 前
午前9時から

正午まで
2,300 2,500

午　 後
午後1時から
午後5時まで

3,000 3,300

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

3,700 4,100

全　　日
午前9時から
午後10時まで

7,700 8,600

和 室 2,600 2,800

和 室 1,900 2,100

和 室 1,300 1,400

和 室 1,000 1,100

和 室 1,800 1,900

3 号 集 会 室 洋 室

寿

全　　日
午前9時から
午後10時まで

松 ・ 竹 ・ 梅

杉

桐

樺
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市民センター使用料 ◆詳細　市民センター　℡(25)9900、Fax(25)9700

現行 改定額 備考

円 円

午　 前
午前9時から

正午まで
10,600 11,600

午　 後
午後1時から
午後5時まで

14,700 16,100

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

19,200 21,000

全　　日
午前9時から
午後10時まで

41,900 45,900

午　 前
午前9時から

正午まで
12,500 13,900

午　 後
午後1時から
午後5時まで

18,100 19,300

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

22,600 25,200

全　　日
午前9時から
午後10時まで

49,800 55,000

午　 後
午後1時から
午後5時まで

800 900

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

1,000 1,100

全　　日
午前9時から
午後10時まで

2,100 2,400

午　 後
午後1時から
午後5時まで

900 1,000

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

1,100 1,200

全　　日
午前9時から
午後10時まで

2,400 2,700

区分

ホ ー ル

平 日

土 曜 日
日 曜 日
祝 日

1 号 、 5 号 会 議 室

2 号 会 議 室
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全　　日
午前9時から
午後10時まで

1,400 1,500

午　 前
午前9時から

正午まで
1,100 1,200

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,400 1,500

夜　　間
午後6時から
午後10時まで

1,800 1,900

全　　日
午前9時から
午後10時まで

3,700 4,100

全　　日
午前9時から
午後10時まで

1,000 1,100

3 号 、 4 号 会 議 室

研 修 室

和 室 1 号 、 2 号
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銭函市民センター使用料 ◆詳細　銭函市民センター　℡・Fax(62)2654

現行 改定額 備考

円 円

午　 前
午前9時から

正午まで
3,500 3,800

午　 後
正午から

午後5時まで
4,400 4,800

夜　　間
午後5時から
午後10時まで

4,900 5,400

全　　日
午前9時から
午後10時まで

11,000 12,200

午　 前
午前9時から

正午まで
2,200 2,400

午　 後
正午から

午後5時まで
2,700 3,000

夜　　間
午後5時から
午後10時まで

3,100 3,400

全　　日
午前9時から
午後10時まで

7,300 8,200

午　 前
午前9時から

正午まで
2,300 2,400

午　 後
正午から

午後5時まで
2,900 3,000

夜　　間
午後5時から
午後10時まで

3,200 3,400

全　　日
午前9時から
午後10時まで

7,300 7,800

全　　日
午前9時から
午後10時まで

2,400 2,600

区分

集 会 室

第 1 集 会 室 ( 和 室 )

第 2 集 会 室 ( 洋 室 )

第 3 集 会 室 ( 和 室 )

第 4 集 会 室 ( 洋 室 )
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いなきたコミュニティセンター使用料

◆詳細　いなきたコミュニティセンター　℡(27)7676、Fax(27)7678

現行 改定額 備考

円 円

午　 前
午前9時から

正午まで
1,500 1,600

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,800 2,000

夜　　間
午後6時から

午後9時半まで
2,100 2,300

全　　日
午前9時から

午後9時半まで
5,000 5,600

午　 後
午後1時から
午後5時まで

700 800

夜　　間
午後6時から

午後9時半まで
900 1,000

全　　日
午前9時から

午後9時半まで
2,100 2,400

午　 前
午前9時から

正午まで
1,100 1,200

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,300 1,400

夜　　間
午後6時から

午後9時半まで
1,500 1,600

全　　日
午前9時から

午後9時半まで
3,700 4,100

全　　日
午前9時から

午後9時半まで
1,600 1,700

全　　日
午前9時から

午後9時半まで
1,200 1,300

全　　日
午前9時から

午後9時半まで
2,700 2,900調 理 実 習 室

区分

集 会 室

1 号 集 会 室

2 号 集 会 室

3 号 集 会 室

1 号 和 室

3 号 和 室
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勤労青少年ホーム使用料 ◆詳細　勤労青少年ホーム　℡(24)0920、Fax(24)0909

現行 改定額 備考

円 円

午　 後
午後1時から
午後5時まで

300 400

午　 前
午前9時半から
午後0時半まで

600 700

午　 後
午後1時から
午後5時まで

700 800

午　 後
午後1時から
午後5時まで

700 800

　※　専用利用に係る使用料

勤労女性センター使用料 ◆詳細　勤労女性センター　℡・Fax(22)6081

現行 改定額 備考

円 円

午　 後
午後0時半から
午後5時まで

600 700

夜　　間
午後5時半から
午後9時まで

600 700

午　 前
午前9時から

正午まで
800 1,000

午　 後
午後0時半から
午後5時まで

1,200 1,400

夜　　間
午後5時半から
午後9時まで

1,200 1,400

午　 後
午後0時半から
午後5時まで

400 450

夜　　間
午後5時半から
午後9時まで

400 450

午　 後
午後0時半から
午後5時まで

800 900

夜　　間
午後5時半から
午後9時まで

800 900

区分

軽 運 動 場

高 校 生 以 下 の 者

上 記 以 外 の 者

調 理 室

区分

31号、32号、41号、42号講習室

調 理 講 習 室

和 室

茶 室
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火葬場使用料 ◆詳細　葬斎場　℡・Fax(23)0568

現行 改定額 備考

円 円

─ 11,000

─ 8,000

─ 4,000

上記以外のも
の

9,100 11,000

控 室 1室につき 13,500 8,000

おたる自然の村使用料 ◆詳細　農政課　℡(32)4111内線268、Fax(32)5703

現行 改定額 備考

円 円

中学生以下
の者

1,700 1,800

上記以外の者 2,400 2,700

500 750

400 600

高校生又は
高齢者

100 150

上記以外の者 200 300

公設青果地方卸売市場　施設使用料 ◆詳細　公設青果地方卸売市場　℡・Fax(32)5703

現行 改定額 備考

円 円

冷蔵庫使用料 500 700 消費税別

火 葬 炉

12歳以上の
遺体

市内に住所を
有する者に係

るもの
1体につき

新設
12歳未満の

遺体

死産児

区分

区分

1月1平方メートルにつき

死亡時に市内に住所を有し
ていた者の遺体(埋葬された
遺体を除く。)又は市内に住
所を有する者が出産した死
産児を火葬する場合の使用

区分

農林漁業体験
実 習 館

宿  泊
（ 1 人 1 泊 ）

中研修室、
小研修室

日
帰
り

大研修室

１時間

中研修室

日 帰 り 入 浴 料
( 1 人 1 回 )
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観光物産プラザ使用料 ◆詳細　観光物産プラザ　℡(64)1672、Fax(64)1673

現行 改定額 備考

円 円

午　 前
午前9時から

正午まで
3,600 4,050

午　 後
午後1時から
午後5時まで

4,800 5,400

夜　　間
午後6時から
午後9時まで

3,600 4,050

全　　日
午前9時から
午後9時まで

11,000 12,300

午　 前
午前9時から

正午まで
1,010 1,200

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,350 1,600

夜　　間
午後6時から
午後9時まで

1,010 1,200

全　　日
午前9時から
午後9時まで

3,370 4,000

区分

多 目 的 ギ ャ ラ リ ー ・ 中 庭

暖 房 料
（ 多 目 的 ギ ャ ラ リ ー ）
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道路占用料 ◆詳細　用地管理課　℡(32)4111内線342

現行 改定額 備考

円 円

1,000 877

1,600 1,397

2,200 1,925

930 812

1,500 1,307

2,100 1,825

72 65

10 8

5 4

１個につき１年 700 637

占用面積１平
方メートルに
つき１年

480 427

1,400 1,277

600 545

495 495

表示面積1平方
メートルにつき1
年

4,400 3,775

700 638

1,400 1,277

40

42

72 64

95 85

163

170

407

427

区分

法第32条第1項第
1号に掲げる工作
物

第１種電柱

1本につき1年

第２種電柱

第３種電柱

第１種電話柱

第２種電話柱

地下に設ける変圧器

変圧塔その他これに類するも
の及び公衆電話所

１個につき１年
郵便差出箱その他これに類
するもの

小型無線基地局その他これ
に類するもの

広告塔

第３種電話柱

その他の柱類

共架電線その他上空に設け
る線類 長さ1メートルに

つき1年地下電線その他地下に設け
る線類

路上に設ける変圧器

48
外径が0.07メートル以上0.1
メートル未満のもの

外径が0.1メートル以上0.15
メートル未満のもの

外径が0.15メートル以上0.2
メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.3
メートル未満のもの

190
外径が0.3メートル以上0.4
メートル未満のもの

バス待合所 占用面積1平方
メートルにつき1
年その他のもの

外径が0.07メートル未満のも
の

480
外径が0.7メートル以上1メー
トル未満のもの

外径が0.4メートル以上0.7
メートル未満のもの

法第32条第1項第
2号に掲げる物件

長さ1メートルに
つき1年
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950 850

29

31

50 47

66 63

120

127

299

319

665 636

法第32条第1項第
3号及び第4号に
掲げる施設

1,400 1,277

Ａに0.003を乗
じて得た額

Ａに0.005を乗
じて得た額

Ａに0.005を乗
じて得た額

Ａに0.008を乗
じて得た額

Ａに0.006を乗
じて得た額

Ａに0.01を乗
じて得た額

2,900 2,407

1,500 1,265

1,400 1,277

占用面積１平方
メートルにつき１
日

44 37

占用面積１平方
メートルにつき１
月

440 377

表示面積１平方
メートルにつき１
月

440 377

3,080 2,642

4,400 3,775

1,100 1,007

550 503

１本につき１日 44 37

１本につき１月 440 377

外径が1メートル以上のもの

　ガス
管（道
路法
施行
令
（昭和
27年
政令
第479
号。以
下「政
令」と
いう。）
第9条
第1号
ホに規
定する
ものに
限
る。）

外径が0.07メートル未満
のもの

33
外径が0.07メートル以上
0.1メートル未満のもの

外径が0.1メートル以上
0.15メートル未満のもの

外径が0.15メートル以上
0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.3
メートル未満のもの

旗ざ
お

祭礼、縁日等に際し、
一時的に設けるもの

その他のもの

法第32条第1項第
6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的
に設けるもの

その他のもの

133
外径が0.3メートル以上0.4
メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上0.7
メートル未満のもの

336
外径が0.7メートル以上1
メートル未満のもの

外径が1メートル以上のも
の

鉄道、軌道、索道、日よけ、
雨よけ、雪よけ

占用面積１平方
メートルにつき１
年法第32条第1項第

5号に掲げる施設

地下
街及
び地
下室

階数が１のもの

階数が２のもの

階数が３以上のもの

上空に設ける通路

地下に設ける通路

その他のもの

看板
（ア
ーチ
であ
るも
のを
除
く。）

一時的に設けるもの

電柱等に添加するもの 表示面積１平方
メートルにつき１
年その他のもの

標識
１本につき１年

バス停標識

長さ1メートルに
つき1年

法第32条第1項第
2号に掲げる物件

政令第7条第1号
に掲げる物件
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その面積１平方
メートルにつき１
日

44 37

その面積１平方
メートルにつき１
月

440 377

4,400 3,775

2,200 1,882

政令第7条第4号に
掲げる工事用施設
及び同条第5号に掲
げる工事用材料

占用面積１平方
メートルにつき１
月

440 377

体育施設使用料 ◆詳細　生涯スポーツ課　℡(32)4111内線415、Fax(33)6608

現行 改定額 備考

円 円

1 日 900 1,000

半 日 470 500

1 日 1,800 2,000

半 日 940 1,000

高 校 生
以下の者

470 500

上記以外の者 940 1,000

　※　専用で使用する場合

区分

小樽・平磯・からまつ公園運動場
（競技場）

高 校 生
以下の者

上記以外の者

桜ヶ丘球場 (競技場) １ 時 間

アー
チ

車道を横断するもの
１基につき１月

その他のもの

工事用仮囲、足場、工事用
詰所、工事用材料、その他こ
れに類するもの

上記のいずれにも該当しないもの 市長がその都度定める。

幕（政
令第7
条第4
号に
掲げる
工事
用施
設であ
るもの
を除
く。）

祭礼、縁日等に際し、
一時的に設けるもの

その他のもの
政令第7条第1号
に掲げる物件
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小樽市駅横駐車場使用料 ◆詳細　建設部庶務課　℡(32)4111内線341、Fax(32)3963

現行 改定額 備考

円 円

250 270

250 270

120 130

250 270

120 130

回数券による駐車 2,500 2,700

定期券による駐車 13,650 14,300

船舶給水施設使用料 ◆詳細　港湾業務課　℡(32)4111内線386

現行 改定額 備考

円 円

夏　　期 399 449

冬　　期 503 566

夏　　期 410 494

冬　　期 517 623

11枚

月額

※実際の使用料は、条例の範囲で指定管理者が決定するため、異なる場合があります。

区分

船舶給水施設使用

岸壁給水1立
方メートルま

でごと
〔10立方メート
ル未満は、10
立方メートル
とみなす。〕

外航船舶

外航船舶以
外の船舶

区分

時間制による駐車

午前8時から
午後10時まで

最初の駐車時間1時間まで

その後1時間ごと

最初の駐車時間1時間後の1
時間に満たない駐車時間に

ついて、その時間が30分以下
のとき

上記において30分を超えると
き

午後10時から
翌日の午前8

時まで
1時間ごと
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指定保税地域蔵置使用料 ◆詳細　港湾業務課　℡(32)4111内線386

現行 改定額 備考

円 円

1,000 1,150

1,500 1,730

2,000 2,300

生涯学習プラザ使用料 ◆詳細　生涯学習プラザ　℡(24)3363、Fax(24)3291

現行 改定額 備考

円 円

午　 前
午前9時半から

正午まで
2,100 2,300

午　 後
午後1時から
午後5時まで

3,200 3,500

夜　　間
午後6時から
午後9時まで

3,200 3,500

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

7,900 8,800

午　 前
午前9時半から

正午まで
900 1,000

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,400 1,500

夜　　間
午後6時から
午後9時まで

1,400 1,500

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

3,500 3,900

区分

ホ ー ル

第 1 学 習 室

区分

指定保税地域
蔵 置 使 用

蔵置期間5日
までごと

5平方メートルの区画範囲に
蔵置することができる外国貨物

上記に該当する場合を除き、
10平方メートルの区画範囲に
蔵置することができる外国貨物

10平方メートルの区画範囲に
蔵 置 す る こ と が で き な い
外国貨物1台又は1個につき
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午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,000 1,100

夜　　間
午後6時から
午後9時まで

1,000 1,100

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

2,600 2,900

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,200 1,300

夜　　間
午後6時から
午後9時まで

1,200 1,300

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

2,900 3,300

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

2,200 2,400

午　 前
午前9時半から

正午まで
400 500

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

1,700 1,900

午　 後
午後1時から
午後5時まで

1,600 1,700

夜　　間
午後6時から
午後9時まで

1,600 1,700

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

4,000 4,400

全　　日
午前9時半から
午後9時まで

3,600 3,800

第 2 学 習 室

第 3 学 習 室

第 4 学 習 室

第 5 学 習 室

第 6 学 習 室

和 室
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税務関係手数料 ◆詳細　市民税課　℡(32)4111内線241、Fax(22)5354

資産税課　　　〃　　内線246 　　　　　　

現行 改定額 備考

円 円

300 350

300 350

300 350

300 350

300 350

300 350

200 250

200 250

建築手数料 ◆詳細　建築指導課　℡(32)4111内線432、Fax(32)3963

現行 改定額 備考

円 円

300 350

市税に滞納がないことの証明

評価証明

公課証明

台帳閲覧

手数料の名称

所得・課税証明

手数料の料金改定について

名寄帳閲覧

手数料の名称

建築証明

所得証明

納税証明
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保健所関係手数料 ◆詳細　保健総務課　℡(22)3115、Fax(22)1469

現行 改定額 備考

円 円

2,490 2,690

17,000 18,600

26,000 27,900

8,400 9,200

7,700 8,700

5,600 6,400

2,400 2,100

2,100 2,400

8,300 7,800

廃棄物関係手数料 ◆詳細　ごみ減量推進課　℡(32)4111内線323

現行 改定額 備考

円 円

75,000 67,000

食品等検査 ・ 器具・容器包装（ｎ-ヘキサン抽出物等）

手数料の名称

使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料

化製場設置許可申請手数料

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

水質検査 ・ 飲料用水（一般検査）

水質検査 ・ 飲料用水（一般化学検査）

水質検査 ・ 細菌検査（一般細菌数）

水質検査 ・ 細菌検査（大腸菌群）　※特定酵素基質培地法

手数料の名称

狂犬病予防注射手数料

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料
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